【1面】

広報みなと　未来と世界にひらくまち・港区
MINATO
No.355　令和7年　2025年　12月号
広報紙（こうほうし）を多言語（たげんご）でよめます
●English（英語）
●中文簡体（中国語簡体字）
●한글（ハングル）
●TiếngViệt（ベトナム語）など
※機械翻訳のため、訳は完全ではありません
港区の花　ヒマワリ　サクラ

[bookmark: _Hlk75261582]
歳末警戒
年末が近づき、慌ただしさが増すこの時期は事件や事故が増加する傾向にあります。高い防犯意識をもって行動しましょう!
スキを見せない簡単に信じない“特殊詐欺”にご注意を!!

警察官を名乗る詐欺が多発!!
メッセージアプリで逮捕状を見せて「逮捕する」と言ってくる。
「資金調査」と言って、お金をネットバンキング等で送金させる。
誰かに話せば「守秘義務違反」と言って相談させない。
時に公的機関や市役所、区役所職員などの名をかたる。
対策
●身に覚えのない電話はすぐに切りましょう。
●まずは、家族や友人、警察に相談しましょう。絶対に慌てて、お金を振り込まない。
●固定電話には、自動通話録音機をつけましょう。

「安まちアプリ（防犯アプリ）」は、大阪府警察から府内の犯罪発生情報や防犯対策情報等をお届けしています。
事前に防犯情報を知り、防犯対策に役立てましょう!

区役所では、65歳以上の高齢者の方がいる世帯を対象に『自動通話録音機』を無償で貸与しています。
本人確認書類（保険証等）があれば、簡単な手続きでその日にお貸しできます。
5階52番窓口（安全・安心グループ）でお待ちしています

問合せ　協働まちづくり推進課（安全・安心）　電話　6576-9743　ファックス　6572-9512


港区の面積　7.86㎢　港区の人口　80,653人（男39,233人　女41,420人）前月比-156　区の世帯数：45,700世帯　前月比-161（2025年11月1日現在推計）
X　@minatokuyakusyo　LINE　@osakacity　
「広報みなと」は50,000部発行し、1部あたりの発行単価（配布費用含む）は約31円です（そのうち2円を広告収入で賄っています）。この広報紙は再生紙を使用しています。



【2面】

お知らせ
学校選択制の希望調査結果の公表及び公開抽選等について
お住まいの校区以外の学校を希望された方には、最終希望調査結果を通知します。（抽選となる場合は、公開抽選の日程等もあわせて通知します。）抽選結果については、12月下旬に発送する就学通知書をもって通知に代えさせていただきます。また、希望調査結果及び抽選結果は区のHPにも掲載します。
問合せ　窓口サービス課（住民情報）
電話　6576-9963　ファックス　6576-9991

固定資産税（償却資産）に関する申告書送付のお知らせ
土地と家屋以外の事業用の有形固定資産をお持ちの方に償却資産申告書または償却資産の申告をお知らせするハガキを送付します。12月中に届かない場合は、お問合せください。
問合せ　固定資産税（償却資産）について
船場法人市税事務所　固定資産税（償却資産）グループ
電話　4705-2941　ファックス　4705-2905

令和８年度以降に実施される主な税制改正（市民税・府民税）
令和８年度から
・給与所得控除の見直しについて
　給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額190万円以下の方に対する最低保証額が最大10万円引き上げられ、65万円になります。なお、給与収入金額が190万円を超える場合の給与所得控除額に改正はありません。
・扶養親族等の所得要件の見直しについて
一部の控除等の適用を受ける場合の所得要件が10万円引き上げられます。
・大学生年代の子等に関する特別控除（特定親族特別控除）の創設について
　生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に、所得控除の適用を受けることができる特定親族特別控除が創設されます。
問合せ　弁天町市税事務所　市民税等グループ（個人市民税担当）
電話　4395-2953　ファックス　4395-2810
※問合せ可能日時：平日９時～17時30分（金曜は９時～19時）

12月から２月は「ねずみ防除強調期間」です
区役所ではねずみに関する相談の受付や、捕獲用かごの貸し出しを行っています。ねずみの習性を知り、普段からねずみの住みにくい環境を整えることを心がけ、防除に取り組みましょう。
問合せ　保健福祉課（保健衛生）
電話　6576-9973　ファックス　6572-9514

固定資産税・都市計画税（第３期分）納期限のお知らせ
固定資産税・都市計画税（第３期分）納期限は、12月25日（木）です。市税は、市政運営の原動力であり、市民の皆様のために大切に活用させていただきます。市税へのご理解と納期内の納付をお願いいたします。
問合せ　
固定資産税・都市計画税（土地・家屋）について
弁天市税事務所　固定資産税グループ
電話　4395-2957（土地）、2958（家屋）　ファックス　7777-4505
※問合せ可能日時：平日９時～17時30分（金曜は９時～19時）
固定資産税（償却資産）について
船場法人市税事務所　固定資産税（償却資産）グループ
電話　4705-2941　ファックス　4705-2905

子育て
ミニミニクリスマス会　無料　要申込　先着順
日時　12月19日（金）　➀10時15分～11時　➁11時30分～12時15分
場所　港区子ども・子育てプラザ　軽運動室
内容　お話サークル「プー」による人形劇・うた
対象　乳幼児親子
定員　各時間子ども25名（先着順）
申込　電話、来館にて　申込開始：12月5日（金）10時～

紙ねんどでクリスマスケーキを作ろう!　無料　要申込　先着順
日時　12月24日（水）14時30分～16時30分
場所　港区子ども・子育てプラザ　ランチルーム
内容　紙ねんどを使って、クリスマスケーキを作ります
対象　小学生以上の児童
講師　青井順子氏
定員　12名（先着順）
持ち物　飲み物、タオル
申込　電話、来館、ホームページにて　申込開始：12月10日（水）10時～
問合せ　港区子ども・子育てプラザ（磯路1-7-17）　電話　6573-7792

大阪市ファミリー・サポート・センター事業を利用してみませんか?
ファミサポ（ファミリー・サポート・センター）とは、子育てを地域で支え合えるよう、手助けをしてほしい人と、手助けができる人をつなぐシステムです。
会員の条件
依頼会員（子育ての手助けをしてほしい人）
●大阪市内在住の子ども（対象年齢＝生後3ヵ月～10歳未満）の保護者の方
提供会員（手助けができる人）
●大阪市内在住・19歳以上の方で、子どもの預かりや送迎ができる方
●提供会員養成講座とAEDの実技を含む普通救命救急講習を終了された方

利用内容
●いきいき教室や保育所への送迎をしてほしい。
●就職活動や講習会に参加する時に子どもを預けたい。
●通院したり、少しだけ子どもと離れてリフレッシュしたい。など

依頼会員の料金
平日（7時～20時）…1時間800円　その他…1時間900円　※交通費・食事代・実費は別途必要

利用方法
依頼会員が希望する利用内容を提供できる提供会員とペアリング（顔合わせ）を行い、お互いが納得すればペア成立となります※会員登録が必要です。
問合せ　ファミリー・サポート・センター港支部　港区磯路1-7-17（港区子ども・子育てプラザ内）
電話　ファックス　6573-7796（休館日：月曜日、祝日、年末年始）　
開設時間：9時～17時30分

相談
法律相談
日時　12月2日（火）、9日（火）、16日（火）、23日（火）13時～17時
申込　予約専用電話　050-1808-6070　相談日1週間前の正午から相談日当日の10時までAI電話で24時間受付
問合せ　総務課（総務・人材育成）
電話　6576-9625　ファックス　6572-9511
【3面】


健康

～調理の工夫で食品ロスを減らす～おやこクッキング参加者募集　無料　要申込　先着順
日時　12月25日（木）、26日（金）10時30分～12時30分
場所　港区役所　2階　集団検診室・栄養指導室
内容　お話とクッキング
対象　区内在住の小学生とその保護者※保護者1人に対して小学生2人まで申し込み可能
定員　各日9組（先着順）
持ち物　エプロン
申込　電話、来庁
申込期間：12月5日（金）～18日（木）
共催　港区食生活改善推進員協議会（桜栄会）　西部環境事業センター
献立　・ポテサラサンド・オニオンスープ

減塩みそづくり講習会　参加者募集　要申込　先着順　
自分で大豆をこねて、みそを手作りしませんか?希望者にはご自宅でいつも飲んでいる味噌汁の塩分濃度の測定も行います!
日時　1月29日（木）10時～12時または14時～16時
場所　区役所2階栄養指導室
内容　講話「今日からはじめる減塩生活」　実習「みそづくり」　だしがらレシピをプレゼント
対象　区内在住の方
定員　各12名（先着順）
費用　3,500円（みそ5㎏分）
持ち物　マスク、割烹着またはエプロン、手拭き用タオル、ご家庭の味噌汁50ml程度
申込　電話、来庁
申込期間　12月5日（金）～26日（金）
共催　港区食生活改善推進員協議会（桜栄会）
問合せ　保健福祉課（保健衛生）　電話　6576-9882　ファックス　6572-9514


健康レシピ　いわし缶と冬野菜のにゅうめん
冬の寒い日にあたたかいにゅうめんはいかがですか。しょうがとねぎを使って体がぽかぽかになります。
材料（2人分）
そうめん・・・2束
白菜・・・2枚
長ねぎ・・・1本
しいたけ・・・2枚
いわし缶（水煮）・・・1缶
卵・・・2個
★水・・・400ml、白だし・・・30ml、しょうが・・・8g
黒酢・・・小さじ2
水溶き片栗粉（片栗粉・・・小さじ2、水・・・小さじ2）
こしょう・・・少々
梅干し・・・1個
青ねぎ・・・4g
❶そうめんを鍋で茹で、流水でぬめりをとり、器に盛る。
❷白菜は小さめのざく切り、長ねぎは斜め薄切り、しいたけは薄切り、しょうがはみじん切りにする。卵は溶いておく。梅干しをほぐしておく。青ねぎは小口切りにする。
❸鍋に★を入れて中火にかけ、煮立たせる。
❹白菜、長ねぎ、しいたけを加えて3分ほど煮る。汁気をきったいわし缶を加え、ひと煮立たちさせる。
❺❹の具だけをそうめんの上に盛る。鍋に残ったつゆに黒酢を加え混ぜ、水溶き片栗粉を加える。
❻とろみがつくまで混ぜながら加熱し、小さく沸騰している状態で溶き卵を流しいれ、こしょうを加える。
❼❺の器に❻をかけ、青ねぎと梅干しをのせる。
大阪市食育推進キャラクター「たべやん」　港区のホームページから閲覧できます
協力　港区食生活改善推進員協議会（桜栄会）～食育推進のボランティアです～
大阪公立大学　生活科学部　食栄養学科実習生
問合せ　保健福祉課（保健衛生）　電話　6576-9882　ファックス　6572-9514


各種健康診査
場所　区役所2階
問合せ　保健福祉課（保健衛生）　電話　6576-9882　ファックス　6572-9514

種類　大腸がん（免疫便潜血検査）　要予約
対象　40歳以上
費用　300円
日時　12月6日（土）　13時30分～14時30分
12月15日（月）　令和8年1月15日（木）　9時30分～10時30分　

種類　肺がん（胸部X線検査）（喀痰（かくたん）検査）　要予約
対象　40歳以上　※喀痰検査は50歳以上
費用　無料　※喀痰検査は400円
日時　令和8年3月2日（月）9時30分～10時30分

種類　乳がん（マンモグラフィ検査）　要予約
対象　40歳以上
費用　1,500円
日時　12月15日（月）　令和8年1月15日（木）　2月5日（木）　9時30分～10時30分

種類　骨粗しょう症検診　要予約
対象　18歳以上
費用　無料
日時　12月15日（月）　令和8年1月15日（木）　2月5日（木）　9時30分～10時30分

種類　結核健診　予約不要
対象　15歳以上
費用　無料
日時　12月1日（月）　令和8年1月9日（金）　14時～15時　10時～11時

種類　歯科健康相談　予約不要
費用　無料
日時　12月15日（月）　令和8年1月15日（木）　9時30分～10時30分

種類　特定健康診査※特定健診は、取扱医療機関でも受診できます（この場合は予約必要）。　予約不要
対象　国民健康保険加入者（40～74歳）　後期高齢者医療制度加入者
費用　無料　※受診券とマイナ保険証又は保険証又は資格確認証書と特定健診個人票が必要
日時　12月6日（土）　令和8年3月2日（月）　13時30分～15時　9時30分～11時

●検診受診にあたり配慮が必要な方は事前にご連絡ください。
がん検診は、取扱医療機関でも受診できます。後期高齢者医療被保険者証・高齢受給者証の対象者、生活保護・市民税非課税世帯の方は受診の際に証明書等の提示・提出により費用が無料になりますので、当日ご持参ください。詳しくはお問い合せください。
●大腸がん検診のみ受診の場合、検査キットを申込みいただきましたら、複数の検診日から選択して受診いていただく事ができます。この場合、検診日の予約は不要です（検査キットの申込みは必要）。肺がん検診、乳がん検診と大腸がん検診を同時受診される場合は、検診日の予約が必要です。


健康通信　お酒の飲みすぎに注意!～上手に付き合おう～
がん、高血圧、脳出血、脂質異常症などのリスクは、飲酒量が増えるほど上昇することがわかっています。厚生労働省では生活習慣病のリスクを高める飲酒量（1日あたりの平均純アルコール摂取量）を、男性では40g以上、女性では20g以上としています。飲み過ぎは、身体や生活に及ぼすことがあります。適切な飲酒量について理解を深め、お酒との付き合い方を見直してみましょう。そして、今あなたにできるところから少しずつ始めてみましょう。
純アルコール量20gってどのくらい?
日本酒　度数15%　量180ml
ビール　度数5%　量500ml
焼酎　度数25%　量約110ml
ワイン　度数14%　量180ml
ウイスキー　度数43%　量60ml
缶チューハイ　度数5%　量約500ml、度数7%　量約350ml
アルコール問題のご相談は
大阪市こころの健康センター　依存症相談専用電話　電話　6922-3475
港区保健福祉センター保健福祉課（地域保健活動）　電話　6576-9968


歯周病検診を実施しています
対象　20歳・25歳・30歳・35歳・40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳の方（勤務先等で同程度の検診を受診できる方及び歯周病治療中の方は除く）
今年度満年齢　70歳　期間　昭和30年4月1日～昭和31年3月31日
今年度満年齢　65歳　期間　昭和35年4月1日～昭和36年3月31日
今年度満年齢　60歳　期間　昭和40年4月1日～昭和41年3月31日
今年度満年齢　55歳　期間　昭和45年4月1日～昭和46年3月31日
今年度満年齢　50歳　期間　昭和50年4月1日～昭和51年3月31日
今年度満年齢　45歳　期間　昭和55年4月1日～昭和56年3月31日
今年度満年齢　40歳　期間　昭和60年4月1日～昭和61年3月31日
今年度満年齢　35歳　期間　平成2年4月1日～平成3年3月31日
今年度満年齢　30歳　期間　平成7年4月1日～平成8年3月31日
今年度満年齢　25歳　期間　平成12年4月1日～平成13年3月31日
今年度満年齢　20歳　期間　平成17年4月1日～平成18年3月31日
検査項目　問診、口腔内診査（むし歯治療や歯石の除去などは含まれません）
受診方法　市内歯周病検診取扱歯科医療機関へ電話予約
費用　500円※生活保護世帯に属する方・市民税非課税世帯の方は無料（証明書の提出が必要）
問合せ　保健福祉課（保健衛生）　電話　6576-9882　ファックス　6572-9514
港区歯科医師会より
歯周病は、糖尿病や心疾患など全身の健康に大きな影響を及ぼすことがあります。歯周病は気付かぬうちに進行する病気です。若いころから歯科医院で定期的にお口のチェックをすることが必要です。この機会にぜひ検診を受けましょう!


地域生活向上教室
統合失調症を中心とする精神障がい者の方が、社会生活に必要な健康管理やコミュニケーションスキルを身につけ、地域で自分らしく安定した生活ができることを目的として実施しています。
日時　毎月第2木曜日　9時30分～11時30分
場所　港区保健福祉センター　2階集団検診室（区役所2階）
内容　ミーティング・レクレーション・料理・生活技能訓練（SST）など
対象　統合失調症を中心とする精神疾患があり、定期的に通院している方
申込　初めての方、参加希望の方は事前にご連絡ください
問合せ　保健福祉課（地域保健活動）　電話　6576-9968


健康

精神科医による相談　要申込
日時　12月5日（金）、25日（木）14時～　場所　区役所3階　相談室

酒害教室　申込不要
日時　毎月第4月曜日（12月22日）10時～12時　場所　区役所2階　集団検診室
問合せ　保健福祉課（地域保健活動）　電話　6576-9968　ファックス　6572-9514



【4面】

講座・イベント

エイジレスバレエ・ストレッチスクール　要申込
バレエのメソッドを応用した身体運動で、ゆったりとした動きと深い呼吸、心地よいクラシックの音楽とともに体をつくっていきます。ぜひ一度「エイジレスバレエ・ストレッチ」を体験してみませんか?
日時　3期（全6期）　12月2日、9日、16日、23日　計4回　14時～15時　火曜日
場所　Asue大阪プール　会議室6
対象　40歳以上の方ならどなたでも
費用　4,400円/1期間　※期間の途中からでもご参加いただけます
申込　申込書に必要事項記入の上、プール管理事務所で申込
講師　一般社団法人　日本エイジレスバレエ・ストレッチ協会講師
問合せ　Asue大阪プール　管理事務所　電話　6571-2010　ファックス　6571-2023


第3回みなトクボッチャ大会　要申込　先着順
お子様からご高齢の方まで、どなたでも一緒にワイワイ楽しめるレクリエーション大会です。1チーム3名での参加を受け付けていますが、お一人での申し込みも大歓迎です!その場合は、当日こちらでチームを編成いたします。皆さまのご参加をお待ちしています!
日時　令和8年1月10日（土）　10時30分～14時30分（受付10時～）
場所　Asueアリーナ大阪　サブアリーナ
定員　24チーム（先着順）※原則として1チーム3名
費用　300円
申込　お電話・窓口にて　大阪市港区社会福祉協議会
主催　みなとOSAKAスポーツコミッション
問合せ　大阪市港区社会福祉協議会　電話　6575-1212


スマホを使って暮らしをもっと便利に!障がい者の方がご参加いただけるスマホ教室を開催します　無料　要申込
障がいのある方がご参加いただける無料のスマホ講習会です。電話・カメラ、LINEの使い方をやさしく学べます。参加費は無料です。お申込みは電話・ファックス・二次元コードから。抽選の上、結果は12月19日（金）までにご連絡いたします。
日時　令和8年1月9日（金）　各回60分　14時～：電話・カメラの使い方　15時10分～：LINEの使い方
場所　港区役所　5階会議室

対象　大阪市民
定員　各回2名（介助者除く）
持ち物　ご自身のスマホ（貸し出しも可。お申込み時にお伝えください）
申込　12月1日（月）～12日（金）
問合せ・申込先　株式会社コネクト（総務省採択事業者）　電話　050-5846-1443　ファックス　050-3145-2421


ランチタイムコンサート　無料
1時間だけの小さなコンサート♪ハープの優しい音色とゴスペルの歌声が響きます。観覧無料でどなた様でもご覧いただけます。
日時　12月22日（月）11時～12時
場所　港区土地区画整理記念・交流会館　3階みなとラウンジ

うたごえひろば　要申込　先着順
懐かしい曲などをみんなで楽しく歌いませんか♪
日時　令和8年1月～3月　月2回　全て月曜日　10時～11時　※詳しい日程は、お問合せください
場所　港近隣センター（八幡屋1-4-20）
定員　30名（先着順）
費用　1回500円
申込　来館、電話

みそづくり教室　要申込　先着順
昔から「みそは医者いらず」とも言われ、豊富な栄養成分で健康促進が期待されています。魅力満載!手作りみそでワンランク上の食生活を始めましょう。
日時　令和8年2月6日（金）～8日（日）
【午前の部】10時30分～12時30分　【午後の部】13時30分～15時30分
※都合により変更、中止になる可能性があります
場所　港近隣センター（八幡屋1-4-20）
定員　各6名（先着順）
費用　1回4，000円※5キロのみそを持ち帰っていただきます
申込　来館、電話※参加費は港区民センターか港近隣センターへ持参
申込期間　12月1日（月）～27日（土）


第19回こどもパラダイス出店者募集
未就学児を対象にしたイベントです。遊びやワークショップなどこどもたちが楽しめる企画（出店）をお待ちしています。
日時　令和8年3月20日（金・祝）11時～15時
場所　港区民センター（磯路1-7-17　交流会館）
申込　12月28日（日）まで
申込方法　来館またはファックス　※二次元コードより申込書をダウンロードし、ご記入の上、ご提出ください。
※応募多数の場合は抽選になります。詳細は下記にお問い合わせください。
問合せ　（一財）大阪市コミュニティ協会港区支部協議会　電話　6572-0020　ファックス　6572-0274


「大阪マラソン“クリーンUP”作戦」に参加しませんか?
大阪マラソン開催に向けて、市内全域の清掃ボランティア活動を実施します。団体・個人を問わず参加できます。ぜひご参加ください!
実施期間　令和8年1月31日（土）～2月20日（金）
申込方法　➀または➁のいずれかの方法でお申し込みください。
➀区役所区民情報コーナーや環境事業センターなどで配布中の参加募集チラシ裏面の申込書に必要事項を記入し、1月8日（木）までに下記へファックス、郵送又は持参してください。
➁大阪市行政オンラインシステムより、必要事項をご入力いただきお申し込みください。（初めて行政オンラインシステムをご利用の方は、初期登録が必要です。）
問合せ　西部環境事業センター（大正区小林西1-20-29）　電話6552-0901　ファックス　6552-1130
※問合せ可能日時：月～土曜（祝日を含む）8時～16時30分


先着ご招待‼プロラグビーチーム「レッドハリケーンズ大阪」を応援しよう‼
NTT　JAPAN　RUGBY　LEAGUE　ONE　2025-26　DIVISION2
第2節　レッドハリケーンズ大阪VS豊田自動織機シャトルズ愛知
12月21日（日）　14時30分キックオフ（開場時間11時30分）
場所　ヤンマースタジアム長居　東住吉区長居公園1-1
対象　港区に在住・在勤・在学の方
招待　赤壁シート（自由席）　お1人様12枚までお申し込み可
受付期間　12月21日（日）　試合開始80分後まで
発券方法　二次元コードより会員登録のうえ発券
手数料　チケット1枚あたり220円（システム利用料）
※開始時間等変更になる場合がございますのでご了承ください。
招待券問合せ窓口　電話　0120-612-910　受付：平日10時～17時


図書館

図書展示「人権週間関連図書」展
12月4日から10日は「人権週間」です。こどもや障がいのある方、外国人、性的マイノリティ等の人権問題について考えるきっかけとなる本を展示しています。
日時　11月21日（金）から12月17日（水）まで
対象　どなたでも

紙芝居一座せんの風　かみしばいをたのしもう!　先着順
「紙芝居一座せんの風」のみなさんが楽しい紙芝居を上演します。
日時　12月6日（土）14時30分～15時（開場14時20分）
対象　どなたでも
申込　当日先着順
問合せ　大阪市立港図書館（磯路1-7-17）　電話　6576-2346　ファックス　6571-7915


相談

ひとりで悩まないで、まずはご相談を　仕事や生活などの生活課題について、相談支援員が寄り添い、一緒に解決の方法を探します。　問合せ　くらしのサポートコーナー（区役所内2階）　電話　6576-9897　ファックス　6571-7493
生活保護について　生活に困った方に、困窮の程度に応じて必要な保護を行います。申請手続きなど詳細は右記へご相談ください。　問合せ　保健福祉課（生活支援担当）　電話　6576-9873　ファックス　6571-7493



【5面】

いつの間にか「空き家所有者」になっていませんか?
空き家は所有者の財産であり、適切に管理されず長期間放置されると老朽化が進み、地域にさまざまな問題を引き起こします。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、空き家の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家を適切に管理する責務が定められています。
※建物所有者が亡くなられた場合、管理責任は相続人に引き継がれます

Q.なぜ空き家が問題視されているの?
例えば、建物の老朽化による安全性の問題や、不法侵入や犯罪の温床になってしまうなど、近隣住民の方に迷惑をかけることとなります。そのような背景もあり、空家等対策の推進に関する特別措置法「空家法」が、平成27年5月に施行されました。


Q.空家法とは?
「空家等対策の推進に関する特別措置法」により、放置され適切な管理が行われず、周辺住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすおそれのある「特定空家等」の所有者に対して、市町村長は必要な措置を講ずることができるようになりました。

特定空家等とは
1　そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある空き家
2　そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある空き家
3　適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている空き家
4　その他周辺の生活環境の保全を図るため放置することが不適切な空き家

令和5年12月から「管理不全空家等」の法令が施行されました
管理不全空家等は、適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば「特定空家等」に該当するおそれがある状態のもの

管理不全空家
空き家の状態の確認→管理不全空家の認定→指導→勧告※住宅用地特例の対象から除外
特定空家
空き家の状態の確認→特定空家の認定→助言・指導→勧告※住宅用地特例の対象から除外→命令※命令に違反すると50万円以下の過料→行政による強制撤去等※撤去に要した費用を所有者から徴収

住宅用地の固定資産税
住宅用地の区分　小規模住宅用地（200㎡以下の部分）　固定資産税　1/6に減額　都市計画税　1/3に減額
住宅用地の区分　一般住宅用地（200㎡を超える部分）　固定資産税　1/3に減額　都市計画税　2/3に減額
↓
勧告されると対象から除外され固定資産税の金額が上がります

勧告されても適切な対応がされない場合…
命令、行政代執行と進んでいく場合があります。行政代執行は、所有者の代わりに行政が措置を行いますので、解体費用などは建物所有者の負担となり費用が高額になることもあります。そのため、早急な対応が重要です。
「特定空家等」にしないためには…



【6、7面】

空き家になる前に早めの備えを・・・

空き家の多くは、建物所有者が亡くなられたことが原因で発生します
今は空き家を所有していない人も、今後、相続したときに空き家の所有者になる可能性があります。空き家になる前から、ご家族で話し合っておくことや、権利関係の確認、現状に合わせた登記の変更、相続などの対策を早めに準備しておくことが大切です。

相続の順位（法定相続人）について
遺産相続は遺言書がある場合には、その内容が優先されますが、遺言書がない場合などは、民法に定められた相続の順位となります。
被相続人　常に相続人　配偶者
第❶順位　子　養子・認知された非嫡出子、胎児も含む　孫　子が既に死亡している場合、相続人になる
第❷順位　父　母　祖父母　父母が既に死亡している場合、相続人になる
第❸順位　兄弟　姉妹　甥　姪　兄弟姉妹が既に死亡してる場合、相続人になる

相続したら早めの行動を…
令和6年4月から相続登記の申請が義務化されました
1　相続によって不動産を取得した相続人は、知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
2　遺産分割が成立し不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
※義務に違反した場合、過料を求められる可能性がありますので、お早めに登記申請をしましょう。
詳しくは法務局ホームページ

空家を相続した場合、税の優遇制度があります
空家の相続に関する特別控除制度（被相続人居住用家屋等確認書等）
相続人が12月31日までに、相続により取得した①空家（耐震性がない場合は耐震リフォームが必要）を譲渡
②取り壊し後に敷地を譲渡③譲渡後に耐震改修又は取り壊した場合、譲渡所得の金額から3,000万円が特別控除されます。（適用には他にも細かな適用要件があります）

①相続した家屋と、その土地を耐震改修後に譲渡した場合
被相続人が住んでいた家屋（※昭和56年5月31日以前に建築された家屋に限ります。）・その敷地→相続→空き家→耐震改修→耐震改修（耐震性がある場合は不要）→譲渡→空き家の譲渡所得3,000万円特別控除（※家屋及びその敷地を相続した相続人が3人以上の場合は2,000万円。）

②相続した家屋を除却後に、その土地を譲渡した場合
被相続人が住んでいた家屋（※昭和56年5月31日以前に建築された家屋に限ります。）・その敷地→相続→空き家→除却→更地→譲渡→更地→空き家の譲渡所得3,000万円特別控除（※家屋及びその敷地を相続した相続人が3人以上の場合は2,000万円。）

③相続した家屋及びその土地を譲渡後に、譲渡日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修又は除却工事を行った場合
被相続人が住んでいた家屋（※昭和56年5月31日以前に建築された家屋に限ります。）・その敷地→相続→空き家→譲渡→耐震改修→耐震改修（耐震性がある場合は不要）　→除却→更地　→空き家の譲渡所得3,000万円特別控除（※家屋及びその敷地を相続した相続人が3人以上の場合は2,000万円。）

控除を受けるための主な要件
❶相続開始日（死亡日）から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した場合
❷令和9年12月31日までに譲渡した場合
❸家屋や敷地の譲渡の対価の額が1億円以下であること
❹家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたものであること
❺区内所有建物登記がされている建物でないこと
❻相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと※一定の要件を満たせば、被相続人が老人ホーム等の施設に入所していた場合も対象になります。
❼相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていないこと
❽家屋を譲渡する場合は、耐震基準に適合するものであること
詳しくは国土交通省ホームページ


空家利活用改修補助事業
省エネ化やバリアフリー化等の性能向上（住宅再生型）及び、こども食堂や高齢者サロン等の地域まちづくり（地域まちづくり活用型）に資する改修工事費用等の一部を補助します。
補助を受けるための主な要件
●既に耐震性を有していること、又は改修により一定の耐震性を確保すること
●市内にある平成12年5月31日以前に建築された住宅（戸建または長屋建）であること
●不動産市場に賃貸用または売却用として流通しておらず、3ヶ月以上空家であること
●利活用事例として、大阪市が情報発信することに了承できること
●売却を前提としたものでないこと…など
※耐震診断・設計・改修工事にかかる補助金もあります
詳しくは「空家利活用改修補助制度」のホームページ

この制度による空家の活用事例　空家利活用改修補助事業の改修事例等をまとめました。ぜひご覧ください。

今年度の交付申請の締切
インスペクション／耐震診断／耐震設計　令和7年12月26日（金）
耐震改修工事／住宅再生型・地域まちづくり活用型に関する改修工事　令和7年12月15日（月）

問合せ
●住宅再生型に関すること
大阪市都市整備局　耐震・密集市街地整備　受付窓口（大阪市立住まい情報センター4階）
電話　6882-7053　ファックス　6882-0877
開館時間　平日・土曜：9時～17時30分　祝日：10時～17時
休館日　火曜（祝日の場合は翌日）　日曜・祝日の翌日（月曜の場合を除く）、年末年始
●地域まちづくり活用型に関すること（事前協議が必要）
港区役所協働まちづくり推進課（エリア開発推進グループ）　電話　6576-9928




【8面】

空家に関する専門家への相談
相続人同士の権利問題や名義変更手続きなど、必要に応じて弁護士、司法書士、不動産会社など専門家に相談しましょう。
専門の相談窓口　※相続や法律問題などの専門的な相談内容については、下記の専門相談窓口にご相談ください。
相談の専門分野　相続・権利関係　問合せ　大阪司法書士会（司法書士総合相談センター）　電話　6943-6099
相談の専門分野　空家・財産管理等（関連する相続・成年後見などの法律問題も含む）　問合せ　大阪弁護士会（空家・財産管理人無料電話相談受付窓口）　電話　6364-5500
相談の専門分野　所在調査・相続手続　問合せ　大阪府行政書士会　電話　6943-7501
相談の専門分野　税務一般　問合せ　近畿税理士会（もしもし税金相談室）　電話　050-8880-0033
相談の専門分野　土地境界　問合せ　大阪土地家屋調査士会　※面談のみ
※大阪府等公的団体と既存住宅流通やリフォーム・リノベーションに関わる民間団体・事業者で構成された「大阪の住まい活性化フォーラム」で実施している「住まいの相談窓口」より引用

その他の相談窓口
相談の内容　大阪市から借りている土地に関する相談（賃借人の死亡に伴う名義書換の手続きなど）　問合せ　大阪市契約管財局管財課　賃貸グループ　電話　6484-5112
相談の内容　住まいに関する相談（住まいを借りるときや購入する際の質問、建築、リフォームなど）　問合せ　大阪市立住まい情報センター　電話　6242-1177（専門家相談は要予約）
相談の内容　空き家の管理（空き家の植木剪定、除草・建物周辺の清掃などの依頼）　問合せ　大阪市シルバー人材センター（西部支部）　電話　6543-7011
相談の内容　大阪府住宅リフォームマイスター制度（安心して住宅リフォームが行えるよう大阪府が指定した「マイスター登録団体」が基準を満たした「マイスター事業者」を紹介する制度）　問合せ　大阪府都市整備　住宅建築局　建築環境課　住環境推進グループ　電話　6210-9717
相談の内容　港区役所における空家相談窓口　問合せ　協働まちづくり推進課エリア開発推進グループ　電話　6576-9928


区制100周年記念　みなとの100年、みんなの物語～これまでもこれからもこの地域（まち）と～
港区には、地域ごとに紡がれてきたまちの物語があります。区制100周年を機に、その過去と今を語り合い、これからの未来をともに思い描くインタビュー企画をお届けします。

波除地域
港区の北東部に位置する波除地域。工場から住宅への転換が進んで人口が増加し、波除小学校は区内で最も多い児童数となっています。地域名は、江戸時代に安治川の土砂を積み上げて造られた人工の山「波除山」からきているそうです。今回は波除地域について、民生委員の原田さん、主任児童委員の水野さんにお話を伺いました。
港区で最初に誕生した子育てサロン「紙ふうせん」
港区内でいちばん初めに子育てサロンを立ち上げたのが、波除地域。平成12年（2000年）に「紙ふうせん」の名称で始まりました。当初は波除小学校の空き教室を会場にしており、原田さんは「在校生がのぞきに来てくれたり、クリスマスには校長先生がサンタクロースに扮してプレゼントを配ったり、学校との交流も盛んでした」と当時を振り返ります。その後、波除小学校の建て替えなどに伴い、会場を波除会館に移動。コロナ禍を経て、現在は予約制で実施しています。「今は共働きの家庭が多く、地域での子育てのつながりはごく短い時期に限られます。話せる相手や知り合いがいない方が子育てサロンに気軽に参加してもらえるよう、保健師さんや地域の方々の力も借りながら、口コミでも広げていけたらと考えています」と水野さん。子育てサロンが、親子ともに地域に安心して関われるきっかけになればと、水野さんたちは活動を続けています。
学校と連携し、子どもたちの安全と成長を見守る

お2人はサロン運営のほかにも、地域の子どもたちを支える活動にも積極的に関わっています。毎週水曜日の下校時に実施している見守り活動では、旗を持って横断歩道などに立ち、下校する子どもたちの安全を守ります。小さかった一年生がだんだん大きくなり、卒業する頃には自分たちを追い越すほど背が高くなっている―そんな子どもたちの成長を間近で感じられるのも、この活動の喜びのひとつ。月2回は、小学校での読み聞かせボランティアも実施しており、学校と連携しながら、子どもたちと定期的に触れ合う機会を設けています。子育てサロンに来ていた子が小学生になって見守りで再会することもあり、「紙ふうせんの人や!」と言われることもあるそうです。「小さい頃のほんの短い間なのに、覚えていてくれたことがうれしくて」と水野さんは笑顔に。原田さんも、「長く活動していると、子どもたちの成長を見守ることが日常の一部になります」と語ります。

「困ったときに思い出してもらえる存在でありたい」
原田さんが地域活動に関わるようになったのは、小学校のPTA活動がきっかけ。先輩に声をかけられ、「地域の役に立てるなら」と主任児童委員を引き受けました。一方、水野さんは、民生委員だった母の退任を機に主任児童委員を勧められたのが始まり。「原田さんと一緒なら心強いと思って」と就任を決意しました。
原田さんは民生委員として、行政や警察の方と連携しながら、子育て世帯や独居高齢者などの見守りも行っています。責任の重い役割ですが「私がやらなきゃ!と気負うのではなく、まわりのお力を借りながら、何か少しでもお役に立てればという気持ちでやらせてもらっています」と自然体で活動を続けています。
最近は外国にルーツを持つ子どもたちも多く、いかにコミュニケーションをとるかが課題に。それでも原田さんは「どこにルーツがある方でも、皆さんが安心して暮らせる街になればいいなと思います」と力強く語ります。水野さんは、「民生委員や児童委員が身近な相談相手として地域にいて、どんな小さなことでも気軽に相談できるということを、ぜひ皆さんに知っていただけたらうれしいです」と語ります。
地域の誰もが安心して暮らせる環境づくりへ。お2人は地域に寄り添い、身近な支えになれるようにと活動を続
けています。
長く主任児童委員を務め、現在は民生委員として活動する原田由美子さん（左）と、主任児童委員として子育てサロン「紙ふうせん」の運営に関わる水野盟子さん（右）




【12面】

LINE　@osakacity　X　@minatokuyakusyo
港区ホームページではデジタルブックや音声版など様々な用途で「広報みなと」をご覧いただけます

TeruTeruNewsletter
区長　山口照美のてるてるだより
港区のみなさん、こんにちは!2025年も終わりが近づいてきました。万博で大いににぎわい、駅の整備や地域での国際化が進んだこの1年を、新たな港区の歴史に刻みたいと思います。港区制100周年は3月末まで続きますので、どうぞよろしくお願いします。
さて、港区では中国・韓国朝鮮・ベトナム・ネパールなど多国籍の人々が同じ区民として暮らしています。先日、港区内に初めての日本語学校「みなと日本語学校」が区役所のそばに開校し、授業見学に行ってきました。カンボジアやネパールから来て2週間ほどの若者たちが、真剣に日本語や日本のマナーを学んでいました。自分の娘と年の変わらない若い学生たちが、異国でがんばっている姿に胸を打たれました。
学校としても港区で最初の日本語学校として、学生たちが防災やイベントなどの地域活動に関わる機会ができれば嬉しいとのことでした。日本語を勉強している学生たちなので英語ではなく「やさしい日本語」を使って交流してもらえると助かります。万博で国際交流を楽しんだレガシーを、引き継いでいきましょう!



年末年始のごみ収集日程
年末年始のごみ収集についてお知らせします。12月25日（木）～1月10日（土）は、収集時間帯が普段と変わる場合があります。「収集日の朝8時30分まで」に必ずごみを出していただきますようお願いします。
1月1日（木）～4日（日）のごみ収集はお休みさせていただきます。
●普通ごみ
普段の収集曜日（地域）　月・木曜日の地域　年末最終の収集日　12月29日（月）　年始最初の収集日　1月5日（月）
普段の収集曜日（地域）　火・金曜日の地域　年末最終の収集日　12月30日（火）　年始最初の収集日　1月6日（火）
普段の収集曜日（地域）　水・土曜日の地域　年末最終の収集日　12月31日（水）　年始最初の収集日　1月7日（水）

●資源ごみ/プラスチック資源/古紙・衣類
普段の収集曜日（地域）　月曜日の地域　年末最終の収集日　12月29日（月）　年始最初の収集日　1月5日（月）
普段の収集曜日（地域）　火曜日の地域　年末最終の収集日　12月30日（火）　年始最初の収集日　1月6日（火）
普段の収集曜日（地域）　水曜日の地域　年末最終の収集日　12月31日（水）　年始最初の収集日　1月7日（水）
普段の収集曜日（地域）　木曜日の地域　年末最終の収集日　12月25日（木）　年始最初の収集日　1月8日（木）
普段の収集曜日（地域）　金曜日の地域　年末最終の収集日　12月26日（金）　年始最初の収集日　1月9日（金）
普段の収集曜日（地域）　土曜日の地域　年末最終の収集日　12月27日（土）　年始最初の収集日　1月10日（土）
※「普通ごみ」と「資源ごみ」「プラスチック資源」「古紙・衣類」の収集日が同じになる場合は、
少し離してお出しください。

●粗大ごみ収集の申込受付
インターネットでの申込の場合　24時間365日いつでも申込可能です
固定電話の場合　電話　0120-79-0053　通話料無料
携帯電話の場合　電話　06-6530-1530　通話料有料

受付日　月～土曜（祝日も受付）9時～17時
※月曜日や祝日の翌日は申し込みが多いため、電話がつながりにくい場合があります。
※受付状況により12月中に収集できない場合がありますのでご了承ください。12月28日（日）～1月4日（日）の間の粗大ごみの電話での受付は休ませていただきます。
問合せ　環境局西部環境事業センター　電話　6552-0901　ファックス　6552-1130※問合せ可能日時：月～土曜8時～16時30分


港区役所は、11月6日（木）に「弁天町ユース保健室実行委員会」と事業連携協定を締結しました
10代～20代を対象に、こころやからだの悩み、家庭や学校の人間関係等の幅広い相談に対応するため、12月より「弁天町ユース保健室」を開設します。相談には専門スタッフが対応します。相談は無料、個人の秘密は守ります。まずは気軽にご相談ください。
日時　12月2日（火）、9日（火）、23日（火）　16時～19時（予約不要）　来月以降は毎月第2・第4火曜　16時～19時
場所　みなとラウンジ（磯路1-7-17　交流会館3階）
問合せ　保健福祉課（子育て支援室）　電話　6576-9856


浪速区・港区・西区・大正区合同「第41回　なにわ人権展」
SDGs　1　貧困をなくそう　3　すべての人に健康と福祉を　4　質の高い教育をみんなに　10　人や国の不平等をなくそう
例年4区合同で実施する人権展について、昨年度の「たいしょう人権展」に引き続き、今年度は「なにわ人権展」を実施します。イベント開催に加え、多様な人権に関わる情報を掲載した特設ホームページの開設とタブロイド紙（新聞型冊子）の配布を行いますので、ぜひご覧ください。
テーマ　「未来を彩るすべての人が共に生きる社会」
内容　人権週間中の12月5日（金）・6日（土）には、大阪祭典なにわ区民ホールにおいて、人権に関する講演会や映画上映、展示等を実施します。また12月1日（月）～1月31日（土）の間、特設ホームページを開設します。
問合せ　協働まちづくり推進課（教育・人権啓発）　電話　6576-9975　ファックス　6572-9512


令和8年「港区成人の日記念のつどい（はたちの祝い）」
日時　令和8年1月11日（日）　10時30分～11時30分（受付10時～）
場所　アートホテル大阪ベイタワー　4階　アートグランドボールルーム
対象　平成17年4月2日～平成18年4月1日生まれの方
内容　記念式典（手話通訳あり）・各中学校DVD放映等
※案内状を12月上旬到着予定で郵送しています。なお、当日の参加に案内状は不要です
問合せ　（一財）大阪市コミュニティ協会港区支部協議会　電話　6572-0020　ファックス　6572-0274


港区今昔物語
290万人以上が訪れた港区の博覧会「電気大博覧会」大正15年（1926）、電気事業の振興と電気知識の普及を目的に、社団法人日本電気協会関西支部が主催して現在の港区田中、八幡屋で開催されたのが「電気大博覧会」です。本館では当時最先端の電気、機械、照明などが展示され、また新しいメディアとして注目を浴びていたラジオ放送は人気でした。大阪市電気局、阪神、南海、大軌（近鉄）の電車が紹介される交通館や、台湾朝鮮館や外国館、矢野サーカス、高さ100尺（約30m）を誇るシンボルタワーの水晶塔（夜はイルミネーションで来場者を魅了しました）などもありました。死んだ人間を科学力（電気と反射鏡）で蘇らせるという「人間製造館」という不思議な展示も記録されています。
※画像は『電気大博覧会報告』より
監修　陸奥賢さん　観光家／コモンズ・デザイナー／社会実験者


【市の制度や手続き・市のイベント情報に関するご案内】
大阪市総合コールセンター（なにわコール）（8時～21時　年中無休）　電話　4301-7285　ファックス　6373-3302
※区役所では、毎週金曜は19時まで、毎月第4日曜は9時から17時30分まで、一部の業務を行っています。※12月28日は日曜開庁を実施していません。お問い合わせは総務課（総務・人材育成）　電話　6576-9625　ファックス　6572-9511
編集・発行　大阪市港区役所総務課　郵便番号　552-8510　大阪市港区市岡1-15-25
電話　6576-9683　ファックス　6572-9511



